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電波の有効利用と電波利用権の再配分（概要） 

規制改革推進会議 投資等ワーキング・グループ 

2017 年 10 月 11 日 
株式会社 情報経済研究所 鬼木 甫 

I. 電波利用の現状概観 

A. 電波利用権と利用規制 

1. 電波とは

電磁波（radio waves, radio spectrum）の 1 種 
エネルギー・信号の伝達ができる 

＜図 IA-1： 電磁波（光、電波など）の利用＞ 

目次： 

I.  電波利用の現状概観 
A. 電波利用権と利用規制 
B. 電波（一部）の稀少化 

II. 電波利用権再配分の諸方式

A. 再編成について 
B. 利用状況の調査・申告と政府による利用移転（再配分）命令 
C. 政府による利用料（賃貸料）推定・賦課と利用者の自発的移転（AIP, 英国） 
D. 全利用者による「移転補償額」の申請（利用料付）と政府による移転実施（EMM: 筆者提案） 
E. 政府による電波売買システム構築と実施（例： 米国インセンティブオークション） 

［参照資料］ 

［本文省略部分］ 

［資料］世界各国の周波数オークション（2017 年 8 月 31 日現在） 

（出所）諸資料より筆者作成 
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 ＜図 IA-2： 周波数帯と用途＞ 

 

2. 電波の利用と規制 

a. 電波の利用 
利用技術、利用手段・機器の発展により実現 
低周波数帯から高周波数帯へ 
周波数帯ごとに総務省が利用規制、混信防止のため 

b. 電波の配分（allocation） 
周波数帯（band）ごとに利用目的を設定1 

土地利用計画・都市計画に相当 
c. 電波の割当・免許発行（assignment, licensing）  

周波数帯細分（block）ごとに利用者を選定し免許を発行（通常 5 年） 

土地利用権者の決定、所有権登録（法務局）、利用保護（警察）業務に相当 
免許はおおむね自動的に更新 → 既得権を形成 

3. 利用方式 
排他的利用 

共同利用（コモンズ） 

B. 電波（一部）の稀少化 

1. 携帯電話の急成長（1980 年代～） 
周波数帯の急速大量配分、しかし需要増に追い付かない 

  

                                                        
1 日本では電波法 26 条で「周波数割当（計画）」と呼ばれる。 

（出所）総務省（2017）他 
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＜図 IB-1: 携帯事業者の周波数帯割当＞ 

 

 

2. 稀少電波の「資産化」と市場原理の適用 

a. 「電波が稀少である」ことの定義 
ある周波数帯が利用中であるとき、有償であってもその利用を希望するユーザ 

が存在する、あるいは 
   遊休状態のとき、有償であってもその利用を希望する複数のユーザが存在する 

b. 「電波価格」概念の成立 
  電波は国民の（共有）財産 

定期・不定期利用権とその代価 
年間利用料 

  利用権の有償譲渡、賃貸、抵当権設定等 

c. 価格は稀少性・有用性の一括表現手段 
 情報の大幅節約 

  

（出所）総務省（2017b）②③他より筆者作成 
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d. （地上）電波は土地資産に類似 

＜図 IB-2： 土地と地上電波は類似する＞ 

 

3. 市場原理（稀少化部分について）の導入 
a. 電波についての市場原理導入の程度は国ごとに大差がある 
  米・英他先進諸国、一部中進国： 1990 代より順次導入 

  日本、中国、途上国の大部分：  現在まで非導入 

  電波資産所有権、同利用権を明示的に立法化した国はまだない（?） 
   米国： オークション電波の私的所有権を実質上容認 
   他：  オークション電波でも定期利用権まで認める 

b. 稀少資源の利用に「市場原理」を活用しないことから生ずる不便・損失 

 価格による情報節約機能が使えない 
 非効率、遊休資源、浪費の発生、節約誘因の欠落 

  micro management の落とし穴 
例： 旧社会主義国（ソ連など）の「計画経済」 

 「内部価格」を欠いた大規模企業 

II. 電波利用権再配分の諸方式 

A. 再編成について 
1. 再編成の必要 

 利用技術の進歩 

 周波数帯利用ビジネスに対する需要の変化 
 現在：  

移動通信用周波数帯が不足 
2. 再編成実施の前提条件――電波割当内容の公表 

a. 日本の現状： 
 周波数帯配分について詳細公表 
   総務省（2017a） 
 同割当についてきわめて不十分 

   民間割当については検索方式によっているが極度に不便 
   政府等利用分については皆無に近い 
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b. 「ダイナミック表形式」による公表が望ましい 
  周波数帯 
  地域 

＜図 IIA-1： 望ましい周波数割当公表方式の例＞ 

 

3. 再編成の需要・供給分析（→ 以下巻末［本文省略部分］） 

B. 利用状況の調査・申告と政府による利用移転（再配分）命令 

1. 規制当局による直接再編成 

＜図 IIB-1：周波数帯再編成手順＞ 

 
 

ごとの利用目的（配分）、利用者数、利用者名（割当） 
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問題点： 
a. 規制当局がユーザの電波利用状態を正確に知ることは困難 

 利用調査に対し利用者が正しく答えるインセンティブが欠落 
b. 比較尺度（価格）を欠いた合理的再編成は不可能 

恣意的な決定になる 
c. 公正な免許代価の収受、補償金の支払を実現できない 

2. 政府利用電波の再編成 
 米国のケース： 2010ごろから実施（大統領覚書による、担当は NTIA） 
   多くの場合ユーザ・政府機関の抵抗が強く、民間との共用（二次（非優先） 

利用）に終わるケースが多い 
    参考： O’Rielly, M.（2017）、飯塚（2016）他 

C. 政府による利用料（賃貸料）推定・賦課と利用者の自発的移転（AIP, 英国） 
1. 制度 

政府指定の年間使用料を賦課（英国の場合 実際は市価の 50％に留める） 
既存利用者による自発的返却を期待 
実績はゼロに近い 

2. 問題点： 

適切な使用料水準の設定が困難（客観的規準がない） 
周波数帯の断片化（虫喰い）が生じやすい 

     参考： 三友（2017） 

D. 全利用者による「移転補償額」の申請（利用料付）と政府による移転実施（EMM:筆者提案） 
1. 概要 

a. 基本条件 
(1)  すべての既存利用者が利用電波再配分の可能性を受け入れる（公平性） 
(2)  実際に再配分対象となって電波利用を終止する（少数の）既存利用者は補償

を受け、再配分が「パレート改善」になる（効率性） 

b. 価格メカニズム 
規制当局によって管理された「競争市場」 
extended market mechanism（EMM） 

2. 既存利用者の権利・義務 
a. 供給価格（要求補償額、S）の表示義務と電波利用権 

  S： ブロック使用権の譲渡に同意できる最低金額 
再編成要求   あり： 利用を終止して補償金を受領 

                  なし： 利用継続（無期限） 
b. 電波使用料（R）の支払義務 

 R = r (S – D) 

 D： 利用開始時支払（オークション落札）額 



Hajime Oniki 
10/7/2017 

 – 7 – 
oniki@alum.mit.edu 
www7b.biglobe.ne.jp/~ieir/ 

                                   

    非オークション割当のとき D = 0. 

 r： 使用料率（年あたり） 

    政府が決定 

＜図 IID-1： EMM による電波再編成の概要＞ 

 

c. EMM による再編成プロセス 

導入当初は r=0 にする（導入ショックの防止） 
その後漸次的に r を引き上げる 
 低利用効率電波： S が引き下げられる 
規制当局は S 全体を見て再編成を実施 

＜図 IID-2： 利用料率 r(t)の設定例＞ 

 

d. 電波使用料支払義務の意義 
(1)  電波が国民共有資産であることに基づく 
(2)  S の決定に関する既存利用者の行動 

利用を継続したい    → 高額設定 

使用料支払を節約したい → 低額設定 
両者のバランスで決定 

不当な高水準 S の設定（hold up）を防止 
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3. 本システム（EMM）の意味（以下巻末［本文参照部分］） 

E. 政府による電波売買システム構築と実施（例： 米国インセンティブオークション） 
1. 放送周波数帯の携帯目的への転用 

1950 年代以降： VHF・UHF帯の広大な領域を放送用に割当 

米国の例： テレビチャンネル 2～83（計 492MHz 幅） 
1980 年代末以降： 携帯需要の増大 
数度にわたり放送目的から転用 

＜図 IIE-1： 米国の放送チャンネル VHF (V), UHF (U)帯）の移動通信への転用＞ 

 
 

2. （米国）600MHz 帯インセンティブ・オークション 

＜図 IIE-2：インセンティブ・オークションによる 600MHz 帯再編成＞ 

 
a. 実施経過 

2010 年 3 月： 放送デジタル化終了（2009）後に、FCC が National 
Broadband Plan（NBP）を作成して方針決定し、議会に提案 

2012 年 2 月： 通信法改正 
 共和党など多数の反対を漸次説得し、1 票差で可決 
NAB（National Association of Broadcasters）も反対したが、オークション
参加の非強制を条件に容認 

2012 年以降： FCC による実施規則の制定 
2016 年 8 月： オークション開始 
2017 年 4 月： オークション終了 
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b. オークション結果 

放送局供給周波数幅： 84MHz（14 チャンネル分） 

放送局数： 175 局 

代価： Mill$ 10,055.-（1.1 兆円）（$1.-=110 円） 

 

移動事業者入手周波数幅： 72MHz 

落札事業者数： 50 （免許数： 2,776） 

代価： Mill$ 19,311.-（2.1 兆円） 

（参考： FCC（2017）） 

c. オークション制度（通信法による）（以下巻末［本文省略部分］） 
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